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第１回中野区ユニバーサルデザイン推進審議会 会議録 

○ 日時 平成２８年８月３０日（火） 午後７時～８時４５分 

○ 会場 中野区役所４階 庁議室 

○ 出席者 

1. ユニバーサルデザイン推進審議会委員 

出席委員（15名） 

竹宮 健司（会長）、徳田 良英（副会長） 

赤星 義彰、秋元 健策、荻野 嘉彦、岸 哲也、鈴木 真理、高橋 博行、花堂 浩一、 

向山 茂樹、宇野 雅子、倉田 結花里、田中 忍、山崎 泰広、山脇 啓造 

   欠席委員（2名） 

    遠藤 由紀夫、田中 章生 

2. 出席職員 

 政策室副参事（広報担当）堀越 恵美子 

 都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当、グローバル戦略推進担当）石井 大輔 

健康福祉部副参事（障害福祉担当）岩浅 英樹 

都市基盤部参事（都市計画担当）豊川 士朗 

3. 事務局 

    政策室長 髙橋 信一 

    政策室副参事（企画担当）海老沢 憲一 

    政策室企画調整担当職員３名 

    政策室人権・男女共同参画担当職員１名 

 

開始 19：00 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

それでは、７時定刻となりました。 

 ただいまより、中野区ユニバーサルデザイン推進審議会を開催いたしたいと思います。 

 進行役を務めさせていただきます、政策室企画担当副参事の海老沢でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、初めに審議会委員の委嘱を行いたいと思います。 

 区長からお一人ずつ、委嘱状をお渡ししたいと思います。 

（委嘱状交付） 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 本日、欠席でございます田中章生様、遠藤由紀夫様につきましては、次回の審議会の冒頭で委

嘱状をお渡しする予定でございます。 

 本審議会委員でございますが、総勢で１７名となってございます。 

 それでは、ここで区長からご挨拶を申し上げます。 

○ 田中区長 

 改めまして、中野区長の田中大輔でございます。 

 今日は、ユニバーサルデザイン推進審議会ということで、委員をお引き受けいただき、まこと

にありがとうございます。 

 ユニバーサルデザインという、幅広い、また奥行きのある、奥の深い議論をしていただくため

に、いろいろなお立場の方にお願いをしたいということで人選をしていった結果、かなり人数の

多い審議会という形になりました。こういう形の中で、さまざまな課題についてご議論をいただ

く、しかも、そんなに時間のない中でご議論をいただくということで、審議会としてはかなり難
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しい場面もあろうかと思いますけれども、ぜひ、皆様のご協力によりまして、いい答申を頂戴で

きればうれしいなというふうに思う次第でございます。 

 行政ですから、バリアフリーということでさまざまな取り組みを進めてきました。また、今般、

障害者差別解消法が施行されて、それに対する対応といったようなことも区としてさまざまに整

えてきているところでもあります。 

 しかし、一方で、このバリアフリーとか、差別の禁止とかというふうな形でつくり上げていく

ルールであるとか、あるいはそれに基づいて行われる規範、行動規範、こういうものは、ある意

味、ここまで努力したらいいのだというエクスキューズの基準を示すということにも、悪くとれ

ばなりかねないということもあるかなというふうに思っています。僕はそうではなくて、常に前

向きに、こういうときにどう考えていったらいいのだろう、どう対応していくことが本当に誰も

が障壁なく暮らしていける、いい世界、いい社会につながっていくのだろう、こういうようなこ

とをきちんと前向きに受けとめて、みんなが同じような未来を見て、一緒に汗をかくことができ

る、そういう社会をつくっていくということが、大事なこと、重要なことなのではないかという

ようなことで、このユニバーサルデザイン、社会をユニバーサルデザインに基づいた形につくり

直していく、そういうことを考えていきたいというふうに思ったわけでございます。 

 中野のまちは、障害のある人、あるいは高齢者の人、あるいは小さいお子さんをお持ちの方、

また日本語が母語ではない外国の方、さまざまな多様な個性と条件を持った方々が暮らしていま

すし、また、日々中野のまちを訪れて活動していただいているわけであります。こういう方たち

がそれぞれの個性を認め合いながら、生かし合いながら、多様に活躍できる、そういう地域であ

ることが、これからの中野のまちの魅力や長い目で見た中野のまちの繁栄ということにもつなげ

ることができるのではないか。そういう形でまちが繁栄していく、そういう社会をつくっていく

ことが大事なのではないかなと、そんなふうに考えたということも、このユニバーサルデザイン

への取り組みということの大きなきっかけであったというふうに思っております。 

 さまざまなお立場から、違いをぶつけ合うということだけではなくて、違いを認め合って、新

しい段階に、ステップに上がっていける、そういう議論をしていただければありがたいなと、こ

んなふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 それでは、ユニバーサルデザイン推進審議会の内容に入ってまいりたいと思います。 

 まず、ユニバーサルデザインについて、この言葉が初めての方もいらっしゃると思いますので、

一般的な言葉の意味についてご説明をしたいと思います。 

 お手元の参考資料をごらんいただきたいと思います。これは他自治体が作成したユニバーサル

デザインのパンフレットでございますが、要約をいたしますと、特定の人のためだけでなく、全

ての人が快適に暮らせる、暮らしやすいデザインのことだということが言えます。 

 例えば、エレベーターのボタンが高い位置と低い位置、両方ついているということで、子ども

の方や車椅子の方にも使いやすくなるということでございます。 

 また、大きなボタンが配置されれば、高齢化社会に向けて、全ての人が使いやすいものになる

といったことでございます。 

 こういった施設、設備のみではなく、情報の使いやすさとか、あるいは案内・サインをわかり

やすくするなど、さまざまな場面を工夫していくことで、住みやすいまちづくりをつくっていく

という考え方がユニバーサルデザインということでございます。 

 今日はこれからお示しするのは、諮問文にもあらわれてございますけれども、多様な人が自由

闊達に社会参加できる中野のまちを目指して、中野区のユニバーサルデザインの考え方をつくり

まして、区や区民、事業者の方が協働してまちづくりを進めていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 続きまして、本審議会の設置及び運営についての条例につきまして、概要をご説明いたします。 
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 資料２をご覧いただきたいと思います。中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例でござい

ます。 

 これにつきまして、第２条でございますが、「ユニバーサルデザイン」とは、先ほど申しました

ように、年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいようあらか

じめ配慮して、都市や生活環境を設計する考え方と定義しているところでございます。 

 第３条でございますが、区長からの諮問に応じまして、審議を行い、答申を出すということが

今回の目的ということでございます。 

 それから第６条でございますが、会長を後ほど互選で選んでいただきます。その後、副会長に

つきましては、会長の指名ということで、選んでいただきたいというふうに考えております。 

 それから７条の４でございますが、会は原則として公開ということで、進めさせていただきた

いと思います。 

 第９条でございますが、事務局は政策室において行います。 

 次に「第２部 中野区ユニバーサルデザイン推進審議会」の次第の１番でございます。 

 各委員及び事務局等の紹介でございます。 

 委員の皆様には、自己紹介をしていただきたいと存じますが、この場ではお名前とご専攻ない

し所属団体などの役職の紹介に限らせていただきます。 

 それでは、資料１の名簿に従いまして、順次お願いいたします。 

（審議会委員自己紹介） 

（審議会出席職員、事務局職員自己紹介） 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

それでは、次に、議事の２番に入らせていただきたいと思います。 

 会長の互選と副会長の指名でございます。 

 まず、会長の互選を行いたいと思いますが、もし各委員から異論がないようでしたら、事務局

のほうから推薦させていただくという形で進めさせていただきたいと思いますが、いかがでござ

いましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 では、ご異議がないということでございますので、そのように進めさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、会長につきましては、中野区バリアフリー整備構想の協議会に携わったというとこ

ろで、中野区の状況もよくご存じというところ、かつ、日野市においても、ユニバーサルデザイ

ンの取り組みをされているというところから、首都大学東京教授の竹宮健司委員にお願いしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

（拍手） 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 それでは、会長につきましては、竹宮委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 ここからは、進行を竹宮委員にお渡しをしたいと思いますが、恐縮ですが席をお移りいただき

たいと思います。 

（竹宮委員 会長席に移動） 

○ 竹宮会長 

 このたび、審議会の会長にご推薦をいただきまして、ありがとうございます。首都大学東京の

竹宮でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ここから議事を進行させていただきたいと思いますが、副会長は会長の指名ということでござ
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いますので、僣越ではございますが、私より指名させていただいてもよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○ 竹宮会長 

 それでは、バリアフリーユニバーサルデザインの高齢者、障害者の生活環境などに大変造詣の

深い帝京平成大学健康メディカル学部の教授の徳田良英委員に副会長をお願いしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

（拍手） 

○ 竹宮会長 

 どうもありがとうございます。 

 ご了承いただいたということで、副会長は徳田委員にお願いしたいと思います。こちらにお移

りいただいて。 

（徳田委員 副会長席に移動） 

○ 竹宮会長 

続きまして、議事の３番、審議事項の諮問に入りたいと思います。 

 資料４「中野区ユニバーサルデザイン推進審議会への諮問について」をご覧いただきたいと思

います。 

 本審議会の調査審議事項につきまして、区長から諮問をしていただきたいと思います。田中区

長、よろしくお願いいたします。 

○ 田中区長 

 中野区ユニバーサルデザイン推進審議会会長様。 

中野区長、田中大輔。 

中野区ユニバーサルデザイン推進審議会への諮問について。 

 中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例第３条の規定に基づき、下記のとおり諮問いたし

ます。 

記、諮問事項、ユニバーサルデザイン推進に係る条例制定や条例に基づく推進計画策定を見据え

た、基本方針や目指すべき将来像、区・区民・事業者等の役割、及び将来像を実現するために必

要な方策等に関する考え方について 

 理由は示したとおりでございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○ 竹宮会長 

 確かに承りました。 

 今、区長から諮問いただきましたこの諮問に沿って、十分に審議を行い、答申をいたしたいと

思います。 

 区長は次のご予定がございますので、ここで退席されます。 

 どうもありがとうございました。 

（田中区長 退室） 

○ 竹宮会長 

 それでは、議事の４番目、各委員からの挨拶をお願いできればと思います。 

 まず、私のほうからご挨拶をさせていただきたいと思います。 

 改めまして、東京都の大学の首都大学東京で都市環境学部建築都市コースの教員をしておりま

す。 

 以前、東京都立大学といいましたけれども、東京都の４つの大学が一緒になりまして、現在、

首都大学という名前になりました。以前は工学部建築学科でしたけれども、今は都市環境学部と

いうふうになりましたが、そちらで工学的なアプローチではありますが、医療施設、福祉施設の

建物について、どのように使いやすく作っていくかという研究をしております。 
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 ユニバーサルデザインに関しましては、大学の近くにあります日野市のユニバーサルデザイン

のまちづくり推進協議会で、今、委員をしておりまして、日野市でこのユニバーサルデザインの

まちづくりの条例をつくるところからお手伝いをしております。 

 中野区につきましては、先ほど少しご紹介がありましたが、交通バリアフリーの委員をさせて

いただいた関係から、今回、お手伝いさせていただくことになりました。 

 もともと、練馬区出身で、高校が杉並区にありましたので、中野区にはよく遊びに来ておりま

した。大変親しみがありますので、お手伝いできることは非常にうれしく思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 それでは、名簿の順番でお願いしてもよろしいでしょうか。 

 赤星さんからお願いいたします。 

○ 赤星委員 

 ご挨拶、先ほども申しましたけれども、東京都建築士事務所協会という協会がございまして、

設計事務所を運営している会社というか、その設計事務所自体が加盟している組織なのですけれ

ども、その中野支部という組織がございまして、そこで活動させていただいております。 

 その中で、今、ちょっとユニバーサルに関して思うのは、最近中野区さんの委託を受けて、大

和町界隈の不燃化特区に関しての啓蒙活動みたいなことをやっているのですけれども、御多分に

漏れず、中野区は非常に狭隘道路が多くて、大和町地域に回っていきますと、いきなり道路が行

き止まりになったり、急に人一人がやっと通れるというような道路になってしまったりとかとい

うのがやたらと多くて、もしも何かあったときには、避難経路はどうなるのだろうというところ

からも、ユニバーサルも含めて、そういうところもいろいろ見ていかなければいけないのかなと

いうふうに感じているところですので、そういうものも含めて皆さんと意見交換ができればいい

かなというふうに思っています。よろしくお願いします。（拍手） 

○ 秋元委員 

 中野区社会福祉協議会の秋元と申します。中野区社会福祉協議会は、自治体ごとに社会福祉協

議会が存在していまして、それぞれ社会福祉法人格を持った独立した団体です。区と連携を取り

ながら、さまざまな社会福祉事業を行っているところで、ボランティア活動の推進というところ

に大きな役割と、さまざま障害をお持ちの方、高齢者の方、そういった方たちの支援を行いなが

ら、地域住民の方にもそういった課題を抱えている方たちの問題について、理解をしていただき

ながら支援を行うという役割を持っているところです。 

 私は大学時代に障害者の方の介助活動をずっとしておりまして、何度もバスの乗車拒否にあっ

たことなどの経験があります。それでこういった差別偏見がなぜ起こってしまうのだろうという

思いがきっかけで、社会福祉協議会職員になりました。 

 現在もなかなか一般の住民の方にそういった問題、課題についての理解が進んでいないという

状況があるかと思っていますので、地域福祉をフィールドとした立場から、いろいろと意見、提

言をさせて頂ければ、と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○ 荻野委員 

 中野区立中学校ＰＴＡ連合会の荻野です。通称中Ｐ連という略称で呼ばれていますけれども、

ただいまの中野区立の中学校は、１１校ありまして、何年後かには統合で９校、２校今より減る

というようなこともありますが、我々この中Ｐ連の活動としまして、行政、中野区に対して改善

要望書と、各校の課題、あとは将来的な提言ですとか、そんなものも含めて、文書でお出しする

と、そういったような活動をやっております。 

 その要望をまとめる中で、１校の学校の問題は、中野区立中学校全校の問題であると、そうい

う捉え方をしまして、それをみんなで共有するために、そのＰＴＡの会長が全校の施設見学をし、

その施設見学に行った先では、そこの校長先生と懇談をすると、そういったことで、お互いの理

解を深めながら、要望をまとめるということで、そういったことで区長、また教育委員さんと、
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そういう方たちとも懇談して、それを我々は各学校に持ち帰って、ＰＴＡの会員にこんなことを

やっていますと、こういうことはこうなりそうですと、そういった話をさせていただいています。 

 というのが、ＰＴＡ連合会の活動ですけれども、やっぱり課題を持っている子どもというのも

いたりということもありますし、私も本業はタクシー事業者でありまして、公共交通機関と最近

言われていますけれども、その仕事上でもユニバーサルデザインというような言葉が最近ふえて

まいりまして、いろいろな障害をお持ちの方が、障害というか、課題等々をお持ちの方が自由に

移動できるようにと、そういったことも取り組んでいる最中でありまして、そういった観点から

も意見を述べさせていただけたらと思っています。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○ 岸委員 

 中野区町会連合会からまいりました岸と申します。私は東中野５丁目というところの町会長を

しております。先ほど、区長から諮問をいただいたところをずっと読んでいて、思っていたので

すけれども、さまざまな方たちが多様な方たちが自由に暮らしやすくなる社会を目指すというこ

とは、つまり、今の社会の中は非常に目に見えない暮らしにくさというものが多分に潜んでいる

のだろうと思うのです。町会活動をしておりますと、なかなかそういうところというのは目にと

まりにくいということで、私たちは生活している人間の立場から言いますと、そういったどうい

った点に暮らしにくさというものが潜んでいて、それが何か見えない障害になっているのかとい

うのを、皆さん、私たち住民の中に広く知らしめていくということから、いろいろ共通理解が始

まるのかなと思って伺っておりました。どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

○ 鈴木委員 

 中野区医師会からまいりました。中野区医師会で役員をしておりまして、こちらの委員になる

ようにと言われて、来させていただきました。私は生まれも育ちも中野坂上で、アメリカに住ん

でいた２年以外は、ずっと同じところに住んでいるのですけれども、本当に中野のまちはどんど

ん、今、変わっていて、高齢化も著しいと思うのですね。 

 ですから、高齢者も、あと外国人、中野坂上付近は、外国人の人も多いですし、そういう方々

も全て包括して支援ができるというまちづくりというのが、大事なのだなと、先ほど、これをい

ろいろ読んでいて思いました。ですから、中野駅周辺もどんどん変わっていくと思いますけれど

も、本当に中野は裏に入ると、先ほどもお話がありましたように、細い道ばかりで、移動も難し

いようなところもたくさんあると思いますので、これからのまちづくりに医者の立場として、ま

あ、眼科医ですので、どこまで意見が言えるかわからないのですけれども、何か意見を述べてい

けたらなと思っております。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○ 高橋委員 

 高橋です。私は東京でもう２６年間ぐらい生活しているのですけれども、生まれつき、緑内障

という病気で、今はほとんど光ぐらいしかわからない状態です。昨今、何か合理的配慮であった

り、先ほど区長からもあったように、障害者差別解消法であったりということで、いろいろと質

問されたりします。何か困っていることとか、やりにくいこととかはないとかということです。

そのときに非常に私は困ってしまいます、正直なところ。何で困るのかなと思って、言われれば、

ああ、そうか、そういうところかとか、ああなるほどねということは、すごくわかるのですが、

自分から何も出ないということは、あれ、もしかして、自分は今は、結構、今の世の中に順応し

てしまっているのだなということを気づかされます。いいのか悪いのかは知りません。わかりま

せんが、案外、私は、結構、柔軟なほうで、結構既存のもの、あるいは制度、あるいはそういう

施設等にうまく順応してしまっているのだろうなと。けれども、よくよく考えてみると、やはり

それらは非常に問題があって、そしてある人には非常に使いにくいものということが理解できる。 

 今、福祉団体連合会というところは、８つのグループで構成されておりまして、我々視覚であ

ったり、聴覚であったり、あるいは車椅子の団体であったり、知的さんの団体であったりして、

いろいろな方がいます。この人たち、全てが、これはいいねと言えるようなまちづくりというの
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は、これはもう至難の業だと私は思っています。私、当事者側からすると、妥協できるところは

妥協しあって、そしてより一段高みに上がっていきたいなと。全てを主張するのではなく、やは

りそういう考え方、柔軟なところも必要ではないかなと思っております。どうかよろしくお願い

いたします。（拍手） 

○ 花堂委員 

 花堂と申します。今回、商工会議所のほうから来させていただいたのですが、実は私は、介護

系の仕事をしていまして、介護事業者連絡会という組織があって、そちらのほうでもちょっと副

会長をさせていただいているのですけれども、もう早い、意外とこの福祉系というのが意外と外

にあまり出ない方が多くて、私なども商工会議所に入ってやっぱり活動をすると、商工会議所の

活動の中で学んだことが生かされたり、また福祉の視点でそういった経済というものも考えなけ

ればいけないということも多々あるのですけれども、昨今、やはり介護事業者のほうも地域包括

ケアなどといわれて、今、地域でご高齢者を支えていくということが、本当にしきりに言われる

ようになりました。 

 今、経済産業省のほうでも、健康ということがいわれていると思うのですけれども、これ、健

康銘柄だとか、健康をもっと推進していこうということで、経済産業省がそういうところに手を

突っ込んでくるということは、やはりよほど国の財政が厳しくて、そこの中で皆さんが活動する

中で、なるべく、高齢者であれば、やはり介護にならないようにどうしていくかという視点が、

すごく大事だと思うのですね。こういった我々のような仕事は、どうしても国だったり、自治体

に何かを要望するということが、結構、そういう癖がついてしまっているのですね。ところが、

実は、本来、我々も支えてもらわなければいけないのですけれども、我々も自治体はやっぱり守

っていかなければいけないという、そういう立場でもあるので、そういった意味で我々だけがこ

うしてほしいとかではなくて、そこにどういった自治体を運営していくためのメリットがあるか

ということをやっぱりしっかり考えていく必要があるのだろうなというふうに思っております。

そういう視点で発言させていただければというふうに思っています。よろしくお願いします。(拍

手) 

○ 徳田副会長 

  本業は理学療法士でして、障害者の方の運動機能などの強化をしたり、訓練をしたりすること

を、今、学校で教えております。縁があって、長く建築の勉強をちょっとする機会がありまして、

竹宮会長にもちょっと教わっていたわけなのですけれども、１０年ほど前、千葉市の建築物ユニ

バーサルデザインの推進委員をさせていただきまして、その折で、千葉県内の主な施設を皆さん

でウォッチングをしに行ったり、こういったところがちょっとまだ問題があるね、なんていうこ

とを情報交換したりなんかしておりました。 

 最近は、自分の地元、千葉県の松戸市なのですけれども、そちらのほうで市民団体をつくりま

して、松戸市のバリアフリー市民会議という会議で、いろいろな障害のある方、当事者の方々、

また、市民の方たちと年に３、４回、市内を回っていって、そういうところをみんなで考えてい

こうね、などということをやっております。そこで、駄目だし会をするというよりも、一緒に皆

さんで考えてという場をつくっていって、情報交換をして、これからよりスパイラルアップとい

いますか、ステップアップのために皆さんと考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。（拍手） 

○ 向山委員 

 関東バスの向山です。路線バスが、中野区を走っておりますので、皆様方にいい印象があれば

良いのですけれども、逆に悪い印象がありましたら、大変申しわけなく思います。 

 バスというのは、家を出て一番最初に乗る乗り物であり、家に帰るときに一番最後に乗る乗り

物だと言われています。そのときの、乗ったときの印象によって、１日の始まりと終わりの気持

ちが、大変左右されるのだというお話をよくお聞きします。バスが果たす役割というのも、これ
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はまちづくりの中でも何かできることがあるかと思いますので、よろしくお願いします。 

 お体の不自由な方とか、高齢者の方、ご自宅を出られて、同じグラウンドレベルから乗れる乗

り物ですので、皆様の移動に関して、いろいろできる部分があると思います。バス業界では、ハ

ード面のバリアフリーというのは、ある程度、車の投入とかそういったことでできるのですけれ

ども、最終的には心のバリアフリーであり、コミュニケーションが一番大事なのだというふうに

言われています。何かありましたら、遠慮なく私のほうに言っていただければ、対応できるかと

思いますので、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○ 宇野委員 

 宇野と申します。中野区は、一番最初に就職したのが中野で、それ以来、結構かかわりが長く

て、結婚して住んだのも中野で、弥生町で、その後３年ちょっとスウェーデンに主人の仕事の関

係で行きまして、それでそのときは福祉先進国といわれているスウェーデンと、その間に、今、

言った次男が障害者だったので、日本に帰って来てからもいろいろ福祉のお世話にはなっている

のですけれども、日本もそんなに悪くないというか、日本には日本のいい福祉があるのですよね。

だからもっと自信を持っていいと思うのですよ。 

 日本の福祉というのは、すごくきめが細かいのですよ。だからその辺も自信を持って、何か日

本には日本のよいところ、中野には中野のよさがあって、ユニバーサルデザインも本当に画一的

ではなくて、中野らしいところを残してユニバーサルデザインができたら、すごく楽しいのでは

ないかなと思って応募しました。 

 私は、今、住んでいる地域が松が丘で、その前も江古田だったので、あの地域は障害者に対し

てそんなに嫌な目で見る地域ではないので、さっき高橋さんがおっしゃいましたけれども、あん

まり嫌な思いはしたことがないのですよね。障害というのも、そういう人は持っているわけでは

なくて、この場合は障害だけれども、この場合は障害ではないというのがあると思うのですね。

だから、決めつけないで、楽しめるようなまちづくりができたら、すごく楽しいと思います。う

まくまとまりませんでしたけれども、よろしくお願いします。（拍手） 

○ 倉田委員 

 先ほどもお話しさせていただきました倉田と申します。私はずっとインテリアの仕事をしてお

りまして、その内容的には、不動産、マンションのモデルルーム、そしてマンションの建物内の

インテリアの内装などをお手伝いさせていただいたときに、そのころ、バリアフリーというのが

すごく一時はやって、それが売りとして、マンションを販売していた時期がありまして、そのと

きに少し携わっていました。そしてまた、販売を、ショップ、家具販売をしているところのお手

伝いをしたときに、ユニバーサルデザインをされた杖を輸入して販売していたお店と携わること

ができて、それがとっても素敵で、これがユニバーサルデザインを強調しているデザインだった

のですね。それで、すごく興味を持ちまして、ずっといたわけなのですが、父が倒れて、全て仕

事をやめて、父に、今、ついているのですけれども、やはり車椅子で父は動いているのですが、

とてもとても不自由な道がとても多くて、まして、やっぱり気がつかない、バリアフリーとか偉

そうにマンションをお手伝いしていた私が、全然成り立っていないということがわかりまして、

そこからまた一から勉強を、この歳ですが、勉強をしようと思いまして、福祉住環境コーディネ

ーターの資格を取ったり、准介護士の資格を取ったりして、現場の声というものをもっともっと

広めていきたいなと思っています。 

 まちづくりというのは、本当にいいまちというのは、みんなきれいで温かくて、助け合って、

それでみんなが協力し合って、つくってあるまちだと思うので、それをユニバーサルデザインの

考えをもとに、この中野区もいいまちにするために、ちょっと携わりたいなと思って、応募いた

しました。これからもよろしくお願いいたします。（拍手） 

○ 田中（忍）委員 

 公募で選んでいただきました、先ほどもご紹介しました田中忍と申します。よろしくお願いし
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ます。 

 さっき赤星委員から話がありました大和町に住んでおりまして、大変狭いところ、そういうと

ころにここ１０年ぐらい住んでおります。それで先ほど申し上げましたように、子どもが保育園

と小学校におりまして、その関係で学校というところは全ての子どもにとっていい環境になって

いるだろうかと、最近ちょっと娘のほうの小学校のクラスで、聴覚障害児の子がいまして、その

子の親から全員にお手紙をいただいたりして、どういう環境になっているかなという風にちょっ

と思ったりもしまして、今回はそういう観点からも、いろいろ勉強させていただきたいというと

ころと、あとは先ほど申し上げましたように、本業のほうで法学ですが、特に国内外の差別禁止

関係の法制度について、研究しておりますので、その観点からいろいろ、先ほど岸委員からもお

話がありました、なかなかすくい上げられない声というのがあるのではないかということで、日

常そういう方々のなるべくお声を聞くようにして、法政策に生かすように、国の法律ですけれど

も、そういうような研究をしておりますので、中野区にもそういう声があるのではないかという

ことで、特に最近は、性別、それから性的嗜好、性自認に関する、いわゆる、今、ＬＧＢＴとい

われる問題ですね、そういう方々の声というのは、いろいろなところで届いていないのではない

か、そういう人たちの生きづらさ、住みづらさというのがあるのではないかというふうに感じて、

特にＬＧＢＴの方々の環境、それから差別、特に私は労働法が専門ですので、職場におけるその

問題、特にハラスメント、差別をどのように解消しているか、その辺を研究しておりますので、

今回、その点からも意見を述べさせていただきたいというふうに思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。（拍手） 

○ 山崎委員 

 山崎でございます。私は東京出身なのですけれども、高校からアメリカのボストンに留学をし

て、１年半目で寮の３階の窓から落っこちまして、脊髄損傷、脳挫傷というすごく重度な障害を

負ったのですけれども、その後も親に頼んでアメリカでリハビリを受けさせてもらいました。そ

のころはまだ日本にはそんなにすぐれたリハビリ病院がなくて、向こうのリハビリを受けて、そ

のまま高校に復学して、そのまま大学に進んで、卒業後帰国しました。米国には６年半車椅子で

暮らしていました。 

 日本に帰ってきたのは、３０年ちょっと前ですけれども、その時にすごく自分は障害者だと感

じたのですね、日本に帰って来て。アメリカにいた６年半は、自分が障害者だと感じたことがな

かったのです。大学生活を送っているときです。なぜかなと思って、後で考えてみたら、３つの

ことがあると思って、自分の講演で、このことをお話ししています。１つは、人々の障害のある

人に対する正しい考え方。理解ですね。２つ目が、例えば車椅子だったら自由に活動させてくれ

るすぐれた道具。車椅子とか自助具とか、コミュニケーションの機器とか、自立支援の道具です

ね。それから３つ目が、バリアフリーな環境。この３つがあれば、バリアだと感じないのです。

自分の障害を感じないのだなと思いました。 

 ところが、３０年前に帰ってきた日本は、まだカーブカットもなかったですし、身障者用駐車

場もなかったし、何もなかったですね。それで何かできないかなと思いました。考え方は講演を

して変えよう、審議会に入って発言して考えよう。それから道具に関しては、外国から輸入する

会社を作って提供しようと思いました。今は日本の製品も扱っています。それからバリアフリー

に関してはやっぱりまちづくりのお手伝いを、いろいろな自治体でしてきました。 

 静岡県では、日本で初めてのユニバーサルデザイン室をつくったり、岩手県でもユニバーサル

デザインの考え方を広げることをやって、佐賀県が一番長いですけれども、そこではいろいろな

ことをやりました。条例もつくりました。パーキングパーミット制度という、身体障害者用駐車

場に停めるための制度が世界中にあるのに、日本だけないんですね。それを日本につくろうよと

提案して、今、３６県ぐらいにまで広がりました。これを２０２０年までに全国に広げようとい

うことも、今、やっています。 
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 もともと僕はバルセロナのパラリンピックに水泳の選手として参加していて、水泳のことも、

パラリンピックのこともいろいろやっていて、今は内閣官房のユニバーサルデザイン２０２０関

連府省庁連絡会議というのがありまして、これは本当に２０２０までに実現するユニバーサルデ

ザインをやろうという会議なのですけれども、そのメンバーにしていただいて、今、いろいろな

バリアフリーとユニバーサルデザインのことを進めております。 

 実は東京の委員って、あまりしていなくて。スポーツの委員は２０年ぐらいやっていたのです

けれども、まちづくりの委員はあまりやっていないので、ぜひここで活躍というとあれですけれ

ども、何かお力になれればと思っております。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○ 山脇委員 

 私は、多文化共生と申しましたけれども、主にその日本人と外国人の共生社会づくりをテーマ

に研究してきました。それで東京では、新宿区や大田区、足立区、立川市の政策づくりにかかわ

りまして、去年からは東京都の多文化共生の委員会にも参加をしています。東京都は２０２０年

のオリンピック・パラリンピックに向けて日本人も外国人も住みやすい都市づくりを進めたいと

いうことで、そちらの活動をしています。 

 中野に移ってきたのが３年前なのですけれども、それ以来、ゼミの学生たちと一緒に、中野を

フィールドにして外国人の人たちに関する調査などもしております。今年は外国人の住宅問題に

ついて、学生たちと調査研究をしているところです。 

 これまで、田中区長にもご協力をいただきまして、大学で中野の多文化共生をテーマにしたフ

ォーラムを開いたり、それからあと、最近では６月に明治大学の留学生と田中区長の懇談会とい

うことで、観光とそれからユニバーサルデザインをテーマに、意見交換をする、そういう場をつ

くったりもしています。 

 さっき申し上げました、今回、本当に中野区のこういうまちづくりについて考える場に呼んで

いただき、大変うれしく思っていますので、皆さんと一緒にいい会議にした、いい答申を出して

いただければと思っています。よろしくお願いします。（拍手） 

○ 竹宮会長 

 ありがとうございました。大変すばらしいメンバーに揃っていただきまして、大変心強く思い

ます。 

 それでは、議題の５番ですけれども、審議会運営の確認といたしまして、まず資料５「審議会

運営上の申し合わせについて」委員の皆さんにお諮りしたいと思いますが、まず、事務局から申

し合わせ（案）の説明をお願いいたします。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 資料５をおあけいただきたいと思います。 

 申し合わせについて、でございます。 

 １番でございますが、審議会の公開及び傍聴時のルールでございますが、録音、写真、ビデオ

カメラ付き携帯電話等による撮影は原則としてできない。ただし、審議会の決により許可した場

合にはこの限りではないと。 

 審議会の秩序を乱す妨害等については、会長は退席を命じることができることになっていると

いうことでございます。 

 続きまして、議事録について、でございますが、事務局は議事録をまとめるため、レコーダで

録音するということでございます。 

 委員の方に議事録（案）を送付いたしまして、ご確認をいただいた上で、議事録を作成すると

いう形でございます。 

 議事録については、ホームページで公開をさせていただきたいと思います。 

 議事録には発言者氏名は原則として記載をしていきたいというふうに考えています。 

○ 竹宮会長 
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 この案でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 竹宮会長 

 この事務局案のとおりに進めていきたいと思います。 

 続いて、資料６「中野区ユニバーサルデザイン推進審議会の開催スケジュール」の確認につい

て。事務局からお願いいたします。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 資料６でございます。中野区ユニバーサルデザイン推進審議会の開催スケジュールでございま

すが、事務局のほうで案をつくらせていただいております。本日は第１回目でございますが、第

２回目を９月１２日月曜日７時から９時までということで、開催をさせていただきたいと思いま

す。 

 その後、１０月、１１月、１２月、１月ということで、こちらのほうでスケジュールを組ませ

ていただきました。全６回を基本的なベースといたしまして進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

 主な審議の内容でございますが、第２回におきましては、現状把握・課題共有といったところ

を中心にやっていきたいと思います。 

 第３回以降は、実現すべき将来像の整理、それから区や区民や事業者等の責務の整理といった、

答申に向けてのさまざまな項目の整理を進めていきたいというふうに考えております。 

 ５回につきましては、盛り込むべき項目と内容について整理いたしまして、最後６回、答申案

文についての調整ということで、事務局の案といたしましてはこういった進み方で考えてござい

ますが、回の進行等によりまして、会長の判断によりまして、会議の進行について決めていただ

きたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○ 竹宮会長 

 原則、月１回、年内５回、それで年明けに１回というスケジュールでございますが、このスケ

ジュールについて、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 審議が進んでいく中で、何か特別必要なものがあれば、それを加えていくというような形にし

たいと思います。 

 それでは、このスケジュールでまずは進めさせていただきます。 

 それでは、議事の６番目。ユニバーサルデザイン検討用基礎資料の説明に移りたいと思います。

事務局、お願いいたします。 

○ 政策室企画調整担当職員 

 資料７をお手元にご用意いただきたいと思います。 

 ユニバーサルデザインを検討していくに当たりまして、関連する中野区の情報についてまとめ

ましたので、説明させていただきます。 

 まず、１ページ目、１－１でございますが、区の人口等について、一覧にしたものでございま

す。左から３列目、２０１６年１月１日現在の列をごらんください。人口については、３２万１，

７３４人。高齢化率は２０．８％でございます。合計特殊出生率は、０．９９％。これは２３区

で２番目の低さになります。外国人人口は、１万３，８７２人。人口密度は１キロ当たり２万６

３７人、豊島区に次いで２番目の人口密度の高さになります。世帯数は１９万４，８３４世帯。

１世帯あたりの人員は１．６５人となっております。 

 次に１－２でございますが、区の人口、世帯数の推移になります。人口については、折れ線で

示しておりますが、戦後急激に増加しまして、１９７０年をピークに、９５年まで減少傾向が続

きまして、その後は現在に至るまで微増傾向が続いております。２０１０年現在の人口は、３１
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万４，７５０人となっております。世帯数についても同様に戦後急増、１９７５年からは微増傾

向が続きまして、２０１０年の世帯数におきましては、１８万４，２６７世帯となっております。 

 次に１－３でございますが、男女別の人口ピラミッドになります。男女ともに２０代から３０

代が多いことが中野区の特徴です。男性については、３０～３４歳の区分、女性につきましては、

２５～２９歳の区分が最も多くなっております。また、男女ともに６５～６９歳の区分も多くな

っております。 

 次に、１－４でございますが、将来人口推計になります。まず、区における近年の人口増の傾

向や、国の推計の動向を踏まえた推計、こちら基本推計になりますが、将来人口におきましては、

総人口、一番上のひし形の折れ線になりますが、現在の３１万８，５３０人から、２０２０年を

ピークにしまして、そこから減少しまして、２０６０年には２４万４０１人となります。 

 次は１－５でございますが、区では、さまざまな施策により、少子化、人口減少をできる限り

食いとめ、持続可能な地域社会とするため、区が目指すべき将来人口の推計を行っております。

この推計、将来推計におきますと、総人口は現在の３１万８，５３０人から、同じ水準で２０６

０年まで推移しまして、２０６０年で３１万５，５０７人となります。 

 次は２－１でございます。区内の鉄道の状況になります。皆さんご存じかと思いますが、区の

中央部を東西にＪＲ中央線、東京メトロ東西線が通っております。北側につきましては西武新宿

線、南側につきましては、東京メトロの丸ノ内線が乗り入れしております。さらに東側、南北に

都営大江戸線が通っているという状況でございます。 

 次は２－２でございますが、区内の各駅１日当たりの平均乗降客数になります。ＪＲ中央線の

み乗車人数となっておりますので、これは単純に２倍掛けて考えますと、中野駅、東中野駅、中

野坂上駅が、ほかの駅に比べて乗降客数が多いという状況でございます。 

 次は３－１でございますが、対象者別の状況ということで、まずは高齢者について見ていきた

いと思います。中野区の６５歳以上の人口は、１９９５年の４万３，６６４人に対して、２０１

５年は６万６，０９０人と大幅に増加しております。１５歳～６４歳人口につきましても、１９

９５年の２２万１，４８１人に対し、２０１５年は２２万３，２２４人と微増となっております。

０歳～１５歳人口につきましては、同じく３万１，５６８人に対しまして、２万７，３１１人と

微減となっております。 

 続きまして３－２でございますが、区の総人口の中で、高齢者７５歳以上の方の占める割合を

比較したものでございます。１９９５年で高齢者率は１４．７％、７５歳以上の割合は、６．０％

となっております。これが２０１５年になりますと、高齢者率は２０．９％、７５歳以上の割合

は１０．４％と、高齢者率７５歳以上の割合ともに増加しております。 

 次は障害者についてでございまして、４－１でございますが、身体障害者手帳所持数の推移に

なります。平成２０年度は重度の方が４，００９人、中度２，８５７人、軽度７０６人となって

おります。これが２６年度になりますと、重度４，２６１人、中度３，２７２人、軽度７３１人

となり、全ての区分で増加しております。 

 ４－２でございますが、愛の手帳所持者数の推移になります。２６年度を見ていただきますと、

１度の方が３７人、２度の方が３５７人、３度の方が３５５人、４度の方が５４６人となってお

りまして、２２年と比較しますと、全ての区分で増加しております。 

 続きまして４－３でございますが、精神障害者手帳所持者数の推移になります。同じく２６年

度を見ていただきますと、１級の方が１５４人、２級の方が１，０３３人、３級の方が１，０４

７人となっておりまして、２２年度から比較しますと、全ての区分で増加しております。 

 続きまして、外国人についてでございます。５－１でございますが、中野区に住んでいる外国

人の数の推移になります。２０１１年の震災以降、減少するものの、その後増加に転じまして、

２０１６年では１万３，８７２人となっております。特に２０１４年以降大幅に増加しておりま

す。 
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 ５－２でございますが、国籍別の人数になります。中国・台湾が全体の４割で５，５５３人、

韓国・朝鮮が全体の２割の２，８２８人、それに次いでベトナム、ネパールが多いというのが中

野区の状況です。 

 続きまして、子ども・子育ての関係でございます。６－１でございますが、年少人口につきま

して、区のものはひし形の折れ線になりますが、１９８５年の５万１４３人から、減少傾向が続

きまして、２０１０年には２万５，７６６人となりますが、そこから増加に転じまして、２０１

６年には２万８，０２８人となっております。 

 ６－２でございますが、区の出生率。一番下のひし形の折れ線になりますが、全国平均を大き

く下回りまして、その下の▲が東京都、×印が東京都区部平均になりますが、これをさらに下回

るという状況でございます。２００１年に０．７７でございまして、２００７年までは横ばい傾

向が続きます。その後、２０１１年を除きまして増加傾向が続いており、２０１４年の出生率は

０．９９となっております。 

 続きまして７－１でございます。住宅のバリアフリー化の状況になります。中野区は上の棒線

のものになります。手すりにつきましては、トイレ、浴槽、階段への設置が３割程度と比較的多

く、脱衣所、廊下、居室への設置は比較的少ないという状況です。一番下の「一定のバリアフリ

ー化されている」住宅というのが全体の４割程度ございます。 

 最後に７－２でございますが、充実してほしい障害者施策になります。多いものが上から並ん

でおりまして、「障害者の福祉に関する様々な相談支援」が最も多く、４０．３％、サービスの広

報・周知が３７．３％、「病気や障害に対する理解の促進」が３６．１％となってございます。過

去２回の調査では、「病気や障害に対する理解促進」が最も多いという結果でしたが、今回は３番

目に多いという結果になってございます。 

 以上で、事務局からの説明を終わります。 

○ 竹宮会長 

 ただいまのご説明に対して、何かご質問、ご意見、ございますでしょうか。 

 よろしいですか。それでは、引き続きまして、中野区バリアフリー基本構想について、ご説明

をお願いします。 

○ 豊川都市整備部参事（都市計画担当） 

 中野区の豊川からバリアフリー基本構想について説明をいたします。 

 本日は本冊と概要版２つをご用意いたしました。なお、この概要版のほうは、右下に音声コー

ドがついておりますので、必要があればご利用いただきたいと思います。 

 説明は、この本冊のコピーのほうでやらせていただきたいと思います。 

 時間の関係もありますので、簡単に説明させていただきたいと思います。 

 まず、２ページをご覧いただきますと、日本のバリアフリーは、これまでは２つの系統がござ

いまして、まず１つは主に公共交通機関ですとか道路ですとか、そういった屋外に関するバリア

フリー、これは交通バリアフリー法という形で適用されてございました。 

 一方、建物の中について、これはハートビル法という法律がありまして、これをもって建物の

中に関するバリアフリーが図られている、そういったことでございますが、この２つの法律が平

成１８年度に統合されまして、バリアフリー法にかわっているものでございます。これは平成１

７年のユニバーサルデザイン政策大綱に沿ってできた法律でございます。 

 中野区でも、これまで交通バリアフリー法に従いまして、中野区交通バリアフリー整備構想と

いうものがございましたが、バリアフリー法の制定を機に、中野区としてもこのバリアフリー法

に則ったバリアフリーの整備構想、基本構想をまとめたいと、そういったことを考えまして協議

会をつくりました。その際には、竹宮会長のご協力をいただきまして、このバリアフリー基本構

想に改定いたしましたものでございます。 

 それで、３ページをご覧いただきますと、バリアフリー法の目的としては、公共交通機関です
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とか、建築物、道路等の公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、主に駅を中心とした地

区、そういったところで、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進することによって、高齢者

や障害者の利便性、安全性の向上を促進する、そういったことを主に目的としてございます。 

 バリアフリー法の枠組みにつきましては、対象者の拡充であるとか、対象施設の拡充、当事者

参加の充実、スパイラルアップの考え方の導入、心のバリアフリーの促進、基本構想の充実等々

が新しく盛り込まれた内容でございます。 

 これらに従って、中野区バリアフリー基本構想として改定いたしましたが、中野区におきまし

ては、この重点整備地区を他の区に比べて多数設定をいたしております。ここでいいますと、１

２ページをごらんいただけますでしょうか。 

 中野区では、赤い点線で囲みました７地区につきまして、重点整備地区として設定をしてござ

います。このうち薄橙色の箇所、これは既存の交通バリアフリー法時代の重点整備地区でござい

ましたが、今回、このバリアフリー基本構想に改定するに当たりまして、緑色の箇所、これも新

たに重点整備地区に盛り込みまして、合計７地区。西武線沿線でいいますと、鷺ノ宮駅周辺です

とか、野方駅周辺、沼袋駅周辺、新井薬師前駅周辺、それからあとはＪＲの中野駅周辺と東中野

駅周辺、さらには地下鉄丸ノ内線の新中野駅周辺、そういった７地区を重点整備地区として設定

いたしまして、重点整備地区におきましてバリアフリー化を重点的に促進すると、そういったこ

とを進めているところでございます。 

 具体的に、どのような内容かといいますと、ページを飛ばしますが、４５ページ以下ですが、

これは特定事業と申しまして、この重点整備地区におけるバリアフリー化実現のための具体的取

組み事業ですが、４５ページでは、地区ごとに道路の整備であるとか、都市整備、そういったこ

とにつきまして、整備主体ですね、それからあとは整備の意義等々を具体的にお示ししていると

ころでございます。 

 区としましては、こういったものの進行管理を毎年やりながら、バリアフリー化について進行

していくそんな考えで進めていくところでございます。 

 それから、もう１つ大事な点でございますが、６０ページをごらんいただきまして、心のバリ

アフリーというものが大事だと。少しでも心のバリアフリーを進めるためにどうしたらいいかと、

そういうところでそれぞれの関係や立場等を踏まえながら、検証し推進していくということでご

ざいます。 

 それから、最後になりますが、６５ページをごらんいただきますと、この構想を実現するには、

いわゆるＰＤＣＡサイクルに則ったスパイラルアップ、そういった方法を推進していくものでご

ざいます。 

 区といたしましては、こういったバリアフリー構想を足掛かりに、まずはバリアフリーを進め

ていって、それからよりよいユニバーサルデザインのまちづくりを進めていくものでございます。

説明は以上です。 

○ 竹宮会長 

 ただいまのご説明につきまして、何かご質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本日の配付資料の説明については、これで全て終わりということになります。 

 資料は、お持ち帰りになりまして、ご確認いただければと思いますが、全体を通して何かご質

問、ご意見、ございましたらお受けしますが、よろしいでしょうか。 

 特にご意見がないようでしたら、配付資料の説明、意見交換は、これで終了といたします。 

○ 田中（忍）委員 

 済みません、いいですか。基本的な質問、事務局に対してかもしれないのですけれども、今、

バリアフリー基本構想、その前には中野区の人口ですとか、そういったことをご説明いただいた

のですが、今回、ユニバーサルデザインの対象というのは、さっき区長からの諮問にありました

が、高齢者、障害者、外国人など、さまざまな区民対象ということで、いろいろな、性別ですと



15 

 

かそういったことも入っていたかと思うのですけれども、今のご説明では、高齢者ですとか障害

者、それから子どものことですよね、そういうことしかご説明がなかったのですが、それ以外の

対象というのは、どういうものがあるというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 さまざまな方というのがテーマでございますので、その対象については、いろいろ表題がある

のだろうなというふうに考えているところでございます。代表的なところといたしましては、ご

説明したとおりでございますが、当然、これはＬＧＢＴの問題ですとか、全ての方々が住みやす

いまちをつくるというためのユニバーサルなデザインの基本的な考え方を考えていくというのが、

この審議会の目的ということでございます。 

○ 田中（忍）委員 

 ありがとうございます。 

 あと、もう１ついいですか。 

 今、バリアフリーの基本構想のご説明をいただいたのですが、このバリアフリーとユニバーサ

ルデザインの、その何と言うか、違いというのですか、多分、今後出てくるのかもしれないので

すけれども、ちょっと知らないもので、もしよろしければ、ご説明いただければと思うのですが。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 私のほうから、これは議論の１つになってくるのかなというふうに考えているところでござい

ますが、このバリアフリー構想は、一定、ハード系のところがかなり重きをおかれておりまして、

どちらかというと、その障害、身体ですとかそういった方の障害のある方にとって住みやすいま

ちづくりといった視点で描かれているのかなというところもございますけれども、ユニバーサル

デザインというのは、一番初めにご説明をしましたように、全ての人たちの障害や国籍や性別を

超えて住みやすいまちをつくっていくというような基本的な考え方ということでございますので、

全体を包括するような考え方をつくりながら、その中の１つの進める構想といたしまして、バリ

アフリー基本構想があるのかなというふうに考えているところでございます。 

○ 田中（忍）委員 

 そうすると、単純化して考えると、ユニバーサルデザインが広義で、その中にバリアフリーが

入っているイメージでいいのですか。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 そういうような。 

○ 田中（忍）委員 

 はい、了解です。ありがとうございました。 

○ 竹宮会長 

  そのほかございますか。 

○ 荻野委員 

 中Ｐ連です。バリアフリー等とのハードの話もあるのですが、私、ＰＴＡの会長という立場な

ので、生徒の、もしくは児童に対する、今後、教育ですとか、そういったことは視野に入ってい

るのでしょうか。 

○ 竹宮会長 

 どうぞ。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 ほかで、今、進めていらっしゃる自治体の例を見ますと、教育は、進めるための１つのまとま

りになってございまして、こういったユニバーサルデザインの考え方を子どもたちにも普及して

いくといいますか、広めていくということで、将来的には中野区のまちづくりをつくっていきま

しょうということで、教育というのは１つの大きな単元だと思っています。 

○ 荻野委員 
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 わかりました。 

○ 田中（忍）委員 

 済みません、今の話に関連して、教育の点でもハード面でもいろいろな配慮はあると思うので

すけれども、それ以外にいろいろなお子さんがいらっしゃるので、それへのソフト面の、物理的

でないものの配慮というものも今回の対象になってくるのでしょうか。教育の、学校における問

題も、ハード面の配慮というものもあると思うのですけれども、ソフト面の配慮ですね。いろい

ろな問題を抱える方への個別の対応というのですか、そういったものも入ってくるのですか。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 ユニバーサルデザインはソフト・ハード一体となっているものというふうに考えておりますの

で、教育というところで、例えば啓発事業ですとか、あるいは子どもたちへの周知とか、勉強と

いったところにも入ってくる考え方をつくっていただくということです。 

○ 竹宮会長 

 この審議会は、条例そのものをつくるという会ではなくて、条例をつくるために中野区として

どういう考え方で取り組むべきかということを広く考えて、こういう条例をつくっていただきた

いということを答申するわけですよね。ですから、そのためには、もちろんハードのこともそう

ですし、ソフトのことでも、今、中野区ではこういうことが問題になっているので、こういうこ

とをぜひ考える、そういう条例にしてほしいというような形で盛り込んでいくことはできると思

います。ですから、その最初の質問にありました、どこまでを対象にするか、全ての人は誰なの

だというあたりを、中野区ではどういうふうに考えるべきだということも議論の１つになると思

いますし、それをどういうふうに普及していくか、ソフトのことも議論の中に入ってくるという

ふうに思います。そういう理解でよろしいでしょうか。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 はい、結構です。 

○ 竹宮会長 

 それでは、そのほか。 

○ 山崎委員 

 ちょっといいですか。先ほどお話にあったバリアフリーとユニバーサルデザインのことがあっ

たのですが、一昨年かな、佐賀県でユニバーサルデザインの指針をつくったときに、その説明を

つくったんです。それがわかりやすいかなと思ったので紹介します。「バリアフリーが古くてユニ

バーサルデザインが新しいと思われがちなのですけれども、バリアフリーが古い考え方でユニバ

ーサルデザインが新しくすぐれた考え方ではないよと。どちらも日常生活の安全性、快適性、使

いやすさを目指すことに変わりはない。障害者、高齢者等の特定の人のニーズに応えながら、バ

リアフリーの取り組みを発展させて、できるだけ多くの人が安全に快適に暮らすことができる環

境をつくることがユニバーサルデザイン」という文章を、そのときに考えたのですね。ですから、

ここではバリアフリーが必要なこともあるし、それができればユニバーサルにしたほうがいい、

そんな考え方なのかなと思います。 

○ 竹宮会長 

 よろしいでしょうか。 

○ 田中（忍）委員  

なかなか難しいですね。違いは、正直。 

○ 竹宮会長 

 そうですね、ソフトのこととハードのこと、両方ありますね。 

 そのほか、よろしいでしょうか。 

○ 山脇委員 

 私、さっきのスケジュールに戻ってしまうのですが、最終回には条例づくりに向けた考え方を
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示して、今度その後、最終的には条例が制定されるところに行くと思うのですけれども、我々の

答申が出て、そこから条例の制定までは、今度はどういうプロセスがあるのか。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 通常のプロセスといたしましては、答申をもとにいたしまして、条例の案を事務局のほうでつ

くりまして、それを議会等あるいは区民の方に示しながら、それをつくり上げていくと。最終的

には議会の議決を経て、条例を制定するという形になります。 

○ 竹宮会長 

 時間的にはどのような感じでしょうか。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 条例を制定するのは、順調に行けばですけれども、プロセスをつくっていって、来年の秋ぐら

いになるのかなというふうなイメージを持っております。 

○ 竹宮会長 

 １月に答申案ができて、その秋に条例ができると、そういうイメージだそうです。 

○ 山脇委員 

 わかりました。 

 あと、我々は何かこう、例えば、考え方を示していることは、何か例えば条例でそこに基本的

な理念だとか、体制づくりというか、そういうのも示すかもしれませんが、例えば条文というか、

あるいは大体何条ぐらいの構成で、こうしたことで、そこまで具体的なところまでは踏み込まな

いで、もう少し一般的な考え方を示す、そういう理解でよろしいですか。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 その条文の技術的なところというのは、これはお任せいただきたいというところでございます

けれども、その条例に盛り込むべき内容といったところの議論というのは、審議会の中でやって

いただきまして、答申をいただければと思っています。 

○ 竹宮会長 

 どういう構成にしたらいいかと、どういう観点のものを盛り込むか、条例に盛り込んだほうが

いいかというような、構成までは、この中で議論して答申してよいということのようです。 

○ 山脇委員 

 ありがとうございました。 

○ 竹宮会長 

日野市でこの条例をつくるときに、少しお手伝いをした経験からいいますと、日野市ではかな

り具体的に、こういう項目で条例をつくってくださいというような、かなり具体的なところまで

出しました。そういうやり方もありますし、もう少しざっくりこういう構成で、こういうことは

絶対に盛り込んでくださいというような言い方もあります。ですから、そのつくり方も、ここで

議論できると思います。どこまで踏み込むかについてですね。 

○ 山脇委員 

 そうだとすると、何かどこかの段階で、他の自治体がどういったところまで、どういったこと

を重視してつくっているのか、そのあたりをちょっと知りたいなと思いました。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 資料につきましては、また後ほどご相談しまして、提供できるものは提供していくと。 

○ 竹宮会長 

 そうですね、私の経験ばかりで恐縮ですが、日野市でそれをつくったときには、勉強会という

会を何回か持ちまして、先行する自治体の条例を勉強するという会議を持ちました。そのときは

１年間かけてつくりましたので、それに比べると今回は少しスケジュールがタイトです。なので、

例えば適切な資料を事務局でご用意いただくとか、何かそういう工夫も必要かなというふうに思

います。 
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○ 田中（忍）委員 

 済みません、たびたび。諮問内容の中に、障害者差別解消法の施行を契機に、今回、ユニバー

サルデザインということをやっていくということが書いてあるのですけれども、この障害者差別

解消法ですとか、あと、障害者雇用促進法における合理的な配慮の提供義務というところと、今

回のユニバーサルデザインというのは、どういう関係性に立つのでしょうか。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 障害者差別解消法につきましては、今年１月に法施行されまして、合理的配慮といったところ

が義務づけられるという形になってございますけれども、このユニバーサルデザインというのは、

障害者のみならず、さまざまな方に対象を広げまして、そういった方々が住みやすいまちにする

ためのその考え方、方向性といったところをご議論していただくということで、契機、きっかけ

といたしましては、そういった障害者差別解消法というものがございましたけれども、障害者の

みならず、広い対象が、住みやすいまちづくりをつくっていくための考え方をつくっていただき

たいなというところでユニバーサルデザインでございます。 

○ 田中（忍）委員 

 その施行を契機、施行後にユニバーサルデザイン推進条例ができるのは、恐らく会長の日野市

とも違った形になるのかなと、中野区の場合は、思いますので、ただ対象は障害者だけでないと

いうだけでのみならず、障害者差別解消法ができた後にできるユニバーサルデザインということ

で、その性質を生かしたものになるような形を想定していらっしゃるのでしょうか。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 そうですね、そういったことも検討の中に入れていければなというふうには考えています。 

○ 田中（忍）委員  

ありがとうございます。 

○ 竹宮会長 

 そのほか、よろしいですか。 

 特にございませんようでしたら、次回の日程ですね。 

 事務局から、次回の日程をお願いします。 

○ 海老沢政策室副参事（企画担当） 

 次回の審議会の日程でございますが、９月１２日月曜日でございますけれども、午後７時から

ということでございます。場所につきましては、この庁内の会議室を予定してございます。改め

て、ご案内を差し上げたいというふうに考えております。 

○ 竹宮会長 

 次回は９月１２日ということで、よろしくお願いします。 

 以上をもちまして、第１回中野区ユニバーサルデザイン推進審議会を閉会とさせていただきま

す。皆さん、どうもありがとうございました。 

終了 20：45 


